
  
 
 
 

 
 

 変形労働時間制に関して 

  －判例から学ぶ制度運用の注意点－ 

  
2010 年 4 月にパスタ店「五右衛門」を運営する日

本レストランシステム（東京都渋谷区）の元アルバイ

トが「変形労働制の悪用」を訴え、東京地裁は同社に

残業代や付加金の支払いを命じました。 

この判決は、変形労働制がサービス業などに広がる

中で安易な制度運用に警鐘を鳴らした形となったの

で、改めて制度の把握と運用上の注意点をまとめます。 

 

◇変形労働時間制とは 

   変形労働制とは、時期や季節などによって忙し

さに差がある場合などに適用できます。1 カ月や 1

年など一定の期間について、週あたりの平均労働時

間が法定労働時間以内（週 40 時間）であれば、特

定の日や週が規制を越えた労働時間となっても残

業代を払わなくてもよい制度です。労使協定、又は

就業規則に「変形労働期間の起算日」「各日・各週

の労働時間」「労働者の範囲」を定め、周知させる

必要があります。 

 

◇今回の判決から学ぶ注意点 

1.制度の周知 

元アルバイトは、変形労働時間制を会社が適用し

ている事を知らされておらず、就業規則も周知され

ていなかった。 

2.運用上の違反 

 この会社は、1 カ月単位の変形労働制を適用して

いたのですが、「就業規則では１か月単位でシフト

を決めるはずが、実際は、半月ごとのシフトしか決

めていなかった」「変形労働期間の起算日が明らか

でない」等の制度運用上の違反を指摘されました。  

ここのように変形労働制を適用させるには「労使協

定の締結、及び届け出（１か月単位の変形労働制は、

労使協定又は就業規則その他これに準ずるものに

必要事項を定める）」「周知」「正しい制度運用」の

3 点が求められます。今回の判決を機に、制度を適

用している会社は、改めて正しく運用されているか

どうかの確認をされることをおすすめします。 

 

 

 
 
      

   雇用保険制度の改正について 

   －平成 22 年 4 月１日から適用－ 

 

雇用保険制度が平成 22 年４月１日から改定されま

した。主な改定内容は次のとおりです。 

◇雇用保険率の改定 
【旧】平成 21 年度確定保険料の計算に使用 

 保険率 事業主 被保険者 

一般 11/1000 7/1000 4/1000 

農林水産 

清酒製造 
13/1000 8/1000 5/1000 

建設 14/1000 9/1000 5/1000 

【新】平成 22 年度概算保険料の計算に使用         

 保険率 事業主 被保険者 

一般 15.5/1000 9.5/1000 6/1000 

農林水産 

清酒製造 
17.5/1000 10.5/1000 7/1000 

建設 18.5/1000 11.5/1000 7/1000 

 

◇雇用保険の適用範囲の拡大 

雇用保険の被保険者となる資格が次のとおりになりま

した。 

【旧】6 ヶ月以上の雇用見込みがあり、かつ、1週間の

所定労働時間が 20 時間以上であること。 

【新】31 日以上の雇用見込みがあり、かつ、1 週間の 

所定労働時間が 20 時間以上であること 

 ◇雇用保険の届出 

平成 22 年 4 月 1日以降に雇用保険に適用されること

となった方の資格取得届については、以下のいずれか

に該当する場合を除き、原則として添付書類の提出は

不要になりました。 

・事業主として初めて被保険者資格取得届を行う場合 

・資格取得届を届出期限（被保険者となった事実の 

あった日の属する月の翌月 10 日まで）を過ぎて提出

する場合 

・過去 3 年間に届出に起因する不正受給があった場合 

・労働保険料の納付状況が著しく不適切な場合 など 

※ただし、ハローワークにおいて必要とする書類の提

出を求められることがあります。 
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